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三重県病院内保育所運営費補助金交付要領 新旧対照表 

 

改 正 後 従   前 

三重県病院内保育所運営費補助金交付要領 三重県病院内保育所運営費補助金交付要領 

 

第１条～第１１条（略） 

附則（略） 

 

別表１ 第１欄（１ 基準額） 

 

１．各病院内保育施設につき、（１）により算定した基本額より別添１に定める 

保育料収入相当額を控除した額に、病院内保育施設の運営に係る設置者の負 

担能力指数による調整率を乗じて得た額と、（２）により算定した加算額の合 

計額とする。 

（１）基本額 

 ア Ａ型特例 

１人×２３７，４００円×運営月数 

イ Ａ型 

２人×２３７，４００円×運営月数 

ウ Ｂ型 

４人×２３７，４００円×運営月数 

エ Ｂ型特例 

６人×２３７，４００円×運営月数 

（２）加算額 

ア ２４時間保育を行っている施設 

３０，７５０円×運営日数 

イ 病児等保育を行っている施設 

２７８，３４０円×運営月数 

ウ 緊急一時保育を行っている施設 

 

第１条～第１１条（略） 

附則（略） 

 

別表１ 第１欄（１ 基準額） 

 

１．各病院内保育施設につき、（１）により算定した基本額より別添１に定める

保育料収入相当額を控除した額に、病院内保育施設の運営に係る設置者の負

担能力指数による調整率を乗じて得た額と、（２）により算定した加算額の合

計額とする。 

（１）基本額 

 ア Ａ型特例 

１人×１８０,８００円×運営月数 

イ Ａ型 

２人×１８０,８００円×運営月数 

ウ Ｂ型 

４人×１８０,８００円×運営月数 

エ Ｂ型特例 

６人×１８０,８００円×運営月数 

（２）加算額 

ア ２４時間保育を行っている施設 

２３,４１０円×運営日数 

イ 病児等保育を行っている施設 

１８７,５６０円×運営月数 

ウ 緊急一時保育を行っている施設 
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２７，２１０円×運営日数 

エ 児童保育を行っている施設 

１４，７６０円×運営日数 

オ 休日保育を行っている施設 

１５，２７０円×運営日数 

（休日とは、日曜日、祝日並びに１２月２９日から翌年１月３日をい 

う。） 

 

２．夜間保育を行っている施設 

１，３００円×夜間保育時間数×実施日数×保育士等数 

（但し、２人を上限とする） 

 

（以下、略） 

 

２０,７２０円×運営日数 

エ 児童保育を行っている施設 

１０,６７０円×運営日数 

オ 休日保育を行っている施設 

１１,６３０円×運営日数 

（休日とは、日曜日、祝日並びに１２月２９日から翌年１月３日をい

う。） 

 

２．夜間保育を行っている施設 

１，３００円×夜間保育時間数×実施日数×保育士等数 

（但し、２人を上限とする） 

 

（以下、略） 

 

  


